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ひとりの記者が、それも45年前、愛知用水建設事業を

取材・報道して以来の僅かな体験を頼りに回想記を執筆

させて戴いて11回を数えた。作家吉川英治の自叙伝『忘

れ残りの記』には「これを書いている間じゅう、私は誰がこ

んなものを読むかしらと疑った。唯、漫然と自己の過去を

まさぐり、また漫然と独白して来た迄のこと」とある。この人

にしてこうである。わたしの場合、かえりみてまことに大それ

たことであった。

＜書架の本みな寝静まる年の暮＞

1年前、丁度の12回で終わろうと考えていたが書き残し

た施設や人物が目に浮かんで、何をどう書いたらよいのか

迷っていた年の瀬の一夜、書架に１冊の本が目に入った。

背表紙に『源流村長Ⅱ―水は誰のものか』（日野文平著）

とあった。上下2巻のうちの1冊である。

河川の源流に生きる“限界村落”の運命が論じられてい

るときである。あらためてページを繰りながら、木曽川の源

流・木祖村に味噌川ダムを築いたときの地元と施工者との

対
たい

峙
じ

ともいうべき緊張感に引き寄せられた。昭和56年、ダ

ム建設をめざす水資源開発公団の前に日野百草丸の経

営者としても知られた日野文平氏が村議会議長（後に村

長）として立ちはだかったときのことだ。

そういえば平成11年秋、わたしたち水問題懇話会の記

者一行が2度目に味噌川ダムを訪れたとき、ダム湖を見下

ろす山腹に日野文平氏揮毫の「源流愛語」の碑石を見た

覚えがある。あの「愛語」という2文字に込められた日野さ

ん、いや源流の人々の思いというのは何だったろうか。水

問題に新たな照明が当てられようとしているとき、この回想

記の結びにそれを確かめてみたいと思った。

結び―「源流愛語」
～碑文は語る

「水とともに45年」
（第10回）

「水とともに45年」
（第12回）

水問題懇話会　今津　弘（朝日新聞社友・元論説副主幹）

「源流愛語」の碑石を前にした今津夫妻と仰木味噌川ダム管理所長
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「源流にこそ幸あれ」
―上下流共生への願い

まだ木曽駒ヶ岳に残雪が光る6月初め、老妻を伴って木

曽福島駅に降り立った。程よい時刻だったので老舗「車

屋」で先導役の仰木文男味噌川ダム管理所長や花村均

所長代理と一緒に名物の蕎麦を2枚ずつ食べてから、ま

ず牧尾ダムに向かった。

堰堤左岸の公園にはダム完成30年を記念した少年少女

のブロンズ像が今も変わらず南の空を仰いでいる。それと

並んで8年越しの工事で御岳地震による堆砂を除去した

完工記念の真新しい碑石があり、そこには筆太に「共生」

と刻まれている。新旧2つのモニュメントが語りかけている

のは、遥か西へと流れ下る木曽川の水が上下流をともに

豊かにして欲しいという祈りなのだろう。

そういえば愛知用水の兼山取り入れ口には浜口雄彦愛

知用水公団総裁の筆による「この水の行く手に幸あれ」の

碑石がある。その愛知用水完工30年の記念行事で源流

の牧尾ダムを訪れたとき、碑文の「幸あれ」を頭に浮かべ

てか、同行の、いまは故人となった中日新聞の前田義夫

記者が湖畔の姉弟のブロンズ像を前に「上流にこそ幸あ

れだね」と語ったのを忘れない。記者はこういう優しい眼差

しの持ち主でありたいとこの回想記に書いた。

しかし、そうはいうものの同じ1筋の流れに沿いながら上

流と下流の生き方には質量ともに大きな落差があり、だか

らこそ「共生」という言葉には、そうありたいという水源地域

の切ない祈りが込められているに違いない。日野さんが筆

をとった「源流愛語」の碑文も、そのつもりで読みたいのだ。

「カネだけでは解決しない」
―日野文平さんの哲学

この碑文の4文字そのものは、源流の人と自然への慈し

みのなかで味噌川ダムが誕生したという和やかなひびきが

あるが、あらためて『源流村長』に目を通して知るのは、地

元の木祖村と水資源開発公団との丁々発止の応酬であ

る。当時、日野さんとは木曽山林高校の1年後輩で公団

側の調整役となった元藪原営林署長の上村三喜雄さん

は、日野さんにこう開き直られたと振り返る。

「ダムの補償なん

て微々たるもんだ。

水没する家や土

地、山林への補償

金を少しぐらい余

分に取ったって、…

…先祖伝来の土

地を無くし山を無く

し、あとに残るのは

地域の衰退と荒廃

だけ。そんな話には

乗れるはずがねぇ」

また『源流村長』に収録された、当時の関係者の座談

会で日野さんは、こうもいっている。

「カネだけでは問題は解決しない。わたしは汗を流して

働く場所を作るのだ。カネをもらって、その利子で食ってい

くような根
ね

腐
ぐさ

ったことをするべきではない」

補償金でダム建設に同意を得るという従来の交渉方式

を問答無用と突っぱねたのだが、その強気一点張りのよ

うな“日野節”には土地と人への愛情、あるいは理念とで

もいうか、生きることの本質に迫るひびきが聞こえるような

気がするのだ。

木曽の森が水を涵養する
―信州人C.W.ニコルさん

「将来を見据えた補償･協力を」といって日野文平氏が

公団に示した要求は、当初の六十数項目を絞りに絞った

「重点7項目」だった。その第1項「林業構造改善事業等

共生碑石

日野文平氏
味噌川ダム安全祈願碑を前に
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の推進」、第2項「簡易水道整備」に始まる要求のどれもが

ダム建設を目的とする公団の裁量を超えた、つまり政府各

省庁にわたって突きつけられた政策課題というべきもので、

上村さんの手に余る難題だった。

記者にありがちな悪い癖で会いたい人にはいつでも会

えると思って機会を逸することがよくある。日野さんの場合

も木曽を訪れたときには療養中で、百草丸本社でお嬢さ

んの井原田壽子さんご夫妻から近況を伺い、『源流村長』

上下2巻をもとに木祖村の希望がどのように実ったのかを

話した。わたしなりに集約すれば、国を動かしたのは木曽

川上下流の人 に々共通する次のような考え方であった。

「木があり森があって水が生まれる。だが都市中心の繁

栄が山村を過疎に追い込み、木曽谷の森林もまた荒廃を

余儀なくされる。木曽の水が下流都市圏にとって命の糧と

いうなら国も都市も1つになって源流の再興を図るべきでは

ないか」

このことで頭に浮かぶのは、この春、信州に住んでいる

イギリス南ウェールズ出身のC.W.ニコルさんから聞いた話

だ。“Nature（自然）”の語源は「母」だという前置きで、こう

いうのである。

「初めは柔道・空手が訪日の目的でしたが、来てみて豊

かな森林と共生してきた日本が好きになり、長野県黒姫の

荒れた森6万坪を手に入れました。そこには南ウェールズ全

体より多い90種類もの木があり、それが霧や雨を呼び、水

を蓄えて生き物を育て“森と水の国”日本を造っているの

です」

そして、こうつけ加えた。

「しかし、その日本では天然の森の70％以上が切られ

原生林は2％以下です。森を復活したい、植えっぱなしの

山を健康な姿に戻したい。そう思ってわたしは黒姫の森に

いろいろな木を植えます。何百年か先の大木になった姿は

見ることはないでしょうが想像はできます。想像には楽しみ

があるじゃありませんか。美しい日本を造りましょうよ」と。

ニコルさんのいう「森の保護」と日野さんのいう「源流愛

語」との間には、木曽の「森と水」に対する共通の愛情が

流れている。日本と英国とは地球の反対側に位置してい

ながら母なる自然に呼び寄せられるまま、ニコルさんは日

本国籍を取得して文字通り“信州の人”になったのである。

「平成日進の森林
も り

」
―愛知用水の鼓動

このように森と水とを媒体として上下流を一体に考える

という、いまとなればごく当たり前な考えが国や自治体に認

識されたことで木祖村の「重点7項目」の要求が実現し、

同時に味噌川ダム建設の見通しも開けたのだが、かりにそ

の経緯を“生きた碑石”として象徴するものがあるとすれば、

何よりも「平成日進の森林
も り

」をあげることに異論はないよう

に思う。愛知用水の恩恵を受ける愛知県日進町（当時）

がダム湖を見下ろす左岸の国有林32ヘクタールに開いた

「平成日進の森林」である。

もともと濃尾平野東部の丘陵地帯は水に乏しく、赤土に

痩せたマツや雑木がまばらにしがみつく荒れた土地だっ

た。愛知用水の完成間近い昭和36年春、本社のセスナ

機で上空を飛んだとき、丘陵を縫って走る真新しい開水路

が、それを自然というには貧し過ぎる大地に命の水をそそ

ぐかのように見えたのを忘れない。それがまさしく現実とな

って愛知用水沿線は名古屋の衛星都市に生まれ変わり、

やがては瀬戸・長久手を舞台に愛知万博が開かれた。木

曽川の水が見せてくれた現代の奇跡かもしれない。

その幹線水路が東郷調整池（愛知池）に入るあたりに

位置する日進町の人 は々、源流の営林署や木祖村の呼

びかけに打てばひびくように応じて80年後に利益を分け合

う「分収林」方式に調印した。ニコルさんが「見ることはで

きなくても夢に描くことはできる大木」といった、その子供や

孫たちに見せてあげる美林に夢を託したのである。

恐らく日進の人たちにとって木曽路の奥の、そのまた行

き止まりの木祖村や山林は行ったことも見たこともない別世

界だったろう。そこに6年がかりでヒノキの苗木を9万5千本

も植えた。町財政にとっても決して軽い負担ではなかった

に違いない。

これはわたしの浪花節のような話になるが、目の前を

滔 と々流れ下る愛知用水の水に触れたとき、長く渇水に苦

しんできた人 は々遥かな源流に思いを馳せたのだろう。そ

の木曽馬籠に生まれた島崎藤村は、友人柳田国男が渥

美半島の浜辺でヤシの実を見つけたという話から「名も知

らぬ遠き島より」に始まる「椰子の実」を作詩し、柳田は黒

潮の源流を探る論考「海上の道」を書いた。川といい海と

いい、水はそれに触れる人に「八重の潮々
しおじお

」を思わせるの
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ではないだろうか。

風土資産と交流人口
―源流の過疎と荒廃

この夏、味噌川ダムの最後の建設所長で初代管理所長

でもあった高橋征夫さんから「管理10年のあゆみ」と最新

の木祖村観光案内が送られてきた。その「木曽川の水が

生まれる――源流の里」というガイドマップの目玉は奥木曽

湖（味噌川ダム）を包んで広がる

82ヘクタールの鬱蒼たる「水木

沢天然林」や「やぶはら高原こだ

まの森」であり、木曽材を生かし

た伝来のお六
ろく

櫛
ぐし

や食器、家具、

工芸品の数 で々ある。その山林

の維持管理や育成、あるいは木

工生産の場には日野文平さん

が念願してきた「みんなが生き甲斐をもって働ける姿」を見

ることができるだろう。

この8月末、木祖村で「全国源流シンポジウム（第9回）」

が開かれた。その呼びかけの言葉は「森は水の源・水は

命の源・川は命のつながり」だった。全国の源流自治体や

下流の自治体などから700人の参加者があり、会合の翌

日はいくつかのグループに分かれて山林やダム関連施設を

視察した。高橋さんによれば「水と森林振興は不可分だ。

下流住民は水源地で実体験をしてほしい」という地元の願

いが実って、下流の自治体や民間グループの人たちが目

に見えて源流を訪れるようになったという。

多くの源流村落と同じように木祖村の人口も少しずつ過

疎への道をたどっている。だが見方を変えて、たとえば樹齢

550年の大サワラで知られる水木沢天然林を年間7千もの

人が訪れることや、村への観光客も12万人を数えることを

8月現在の木祖村人口（3212人）に対比してみると、いわ

ゆる「交流人口」の重さが分かるような気がする。それは

外からの訪問者だろうが、木曽川という太い紐帯に結ばれ

ていると考えるなら、そこに気持ちの通じ合う1つの集落が

生まれつつあるともいえる。

源流といえば荒川上流の中

津川で試験湛水中の滝沢ダム

について、建設の指揮をとった

塩入淑史さんによる「滝沢ダムの

経緯と周辺整備計画」という論

考がある。そのなかで塩入さん

は「水源地の荒廃は国土の荒

廃につながる。国土保全のためには山村が生きいきしてい

なければいけない」と書き、その手立てとして「風土資産」

を生かした「山岳観光立村」を提唱している。

この秩父山峡の奥、海抜千メートルの山上には古くから

修験道場でもあった三峰神社があり、全国から多くの信者

や観光客が登拝してきた。また秩父は生糸と絹織物でも

知られてきたのだが、「風薫る峠一揆も絹も越ゆ」（金子千

侍）の秀句が物語るように三方に山を控えた山間の地で、

とりわけ中津川の上流は“開かずの国道”といわれた雁坂

峠で山梨県との交流を阻まれてきた。そこに滝沢ダム建設

を“呼び水”に全長6.6kmの雁坂トンネルが貫通し、それと

連結する国道の拡張整備に加えて日本橋梁学会に表彰

された中津川横断の「大滝ループ・雷電
らいでん

廿
とど

六木
ろ き

橋」が完

成した。民話や伝承に富む「風土資産」のなかから巨人

伝説の「雷電坊物語」をループ橋の愛称に取り入れたそ

うである。

生地の横須賀市で三峰神社の講元をしている関係で、

毎年5月、老若男女の講員を連れて登拝してきたが、長い

間の正丸峠越えを新規開通の雁坂ルートに変えた。トンネ

ルを抜けて渓谷を一路下って行くとバスの車窓から滝沢ダ

ムが一望できる。1年ごとに堤体が積み上げられ、やがて

湖面が青 と々広がってゆく。ループ橋を渡りながら、その一

歩々々の変化に講員は驚きの声を上げるのだった。新し

い眺望が人々の前に開けたのである。

そこから大滝村落に入ると山峡を訪れる人や往来の車

列が目に見えて増えたことに気づく。塩入さんがいう風土

工学研究所長竹林征三博士提唱の「風土工学」が根を

高橋征夫氏

塩入淑史氏

水木沢天然林
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下ろして、過疎の限界集落に「交流人口」を引き寄せてい

るのだろう。

もう1つ脇道にそれるが、この8月初め、鳥取県智頭
ち づ

とい

う“過疎の町”で「ゆっくり・ゆったり・とっとり（鳥取）」という

風変りなフォーラムがあった。主催は「スローライフ学会」（川

島正英会長）で、ジャーナリスト筑紫哲也君らが“もうぼつ

ぼつ、ゆっくり暮らす社会をつくろうや”というので開いた。

コラムニスト早野透君の記事によると「緑の風が吹く疎開

の町を目指す」が町のスローガンで、町の93％を占める山

林を生かした「森のほいくえん」や緑陰読書会に惹かれて

訪れる人や住み着く人が増えているそうだ。ここでも森や

水が新しい集落をつくりつつあるのだろう。

「米百俵」の思想
―私塾と木曽山林学校

話が前後左右に飛んだが、結びに人を育てることの大

切さを書き加えさせて戴きたい。

冒頭にあげた日野文平さんの「カネなど泡のようなもの

だ。人が生き甲斐をもって働けなくては」という言葉に接し

たとき、戦時下の昭和18年、当時とすれば破天荒な初版

5万部に及ぶ戯曲『米百俵』（山本有三）を思い出した。戊

辰戦争で薩長軍に敗れた越後・長岡藩の窮迫を見かね

て縁者の三根山藩から百俵の救援米が送られてくるが、

藩政を仕切る大参事小林虎三郎は米を売って学校をつく

るといい藩士には米を分けようとはしない。血相を変えて分

けろと迫る藩士に小林はこういう。

「1人に4合か5合。それを食い潰して何が残る。人物さ

え養成しておけばどんな衰えた国でも盛り返せる。どうか

子供の行く末を考えてくれ」

この切 た々る説得に藩士が退去するところで幕になるの

だが、史実の上でも明治3年、後に洋学局、医学局を併

設する国漢学校が開設され、そこから明治、大正、昭和

にわたる国家的人材を輩出したことはよく知られている。

『米百俵』そのものは発売直後、反戦を理由に絶版・上

演禁止になったが、戦後、小林孝平長岡市長が『米百俵

―小林虎三郎の思想』として編集・復刻した。いま、その

贈られた一書を手にして、時代も出来事も人物も、何もか

もかけ離れているようでいながら、あらためて日野さんの言

葉に通ずるものを感じる。立国にせよ立地にせよ、その成

否は「人」にかかっているということである。

それを裏付ける記述が日野製薬刊行の冊子「やまみち」

の連載「古道に息づいた文化」（平成19年春・夏号）にあ

る。中山道の藪原宿は京都と江戸の双方から数えてちょ

うど35番目にある宿場で、交通の要衝であり同時に人の

交流が盛んだったせいか、江戸後期から明治にかけて医

学校「民蘇堂塾」、後の「福島医学校」をはじめ医学、漢

学などの私塾が並立して、この独自の街道文化から数多

くの学者や文人を輩出してきた。明治34年4月、全国に先

駆けて木曽郡立山林学校、後の県立木曽山林高校が設

立され、木曽の国有林のみならず全国の官民林野の育成

と涵養に貢献する素地の1つが、そこにあった。

平成11年秋、水問題懇話会一同で味噌川ダムを視察

したとき、若い林業の担い手をどう育てているのかを知り

たくて木曽福島町の山林高校（現 木曽青峰高校）を訪れ

た。この学校については『源流村長』のなかで元木曽森林

組合専務の三浦清一郎さんが「全国でも稀な存在で日本

中から生徒が集まった。高い技術が習得でき……卒業後

滝沢ダムのループ橋

木曽山林高校玄関にて　平成11年11月11日
右から4人目は近藤徹水資源開発公団総裁
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結び―「源流愛語」～碑文は語る

は引く手あまた。どこの営林署に赴任しても先輩が重要な

ポストで活躍していて誇らしかった」と振り返っている。

わたしたちは突然の、それも駆け足の訪問だったが、校

舎の一角で、恐らく生徒たちが植林や伐採、枝打ち、下草

刈りなどの林業実習に使い込んできたクワやノコギリ、ナタ

などの道具類を見たときの感慨は忘れない。先輩から後

輩へと引き継いできた手ずれの跡がはっきり目に映ったの

である。

山林高校の校歌第３節はこう歌い上げる。

「乞う見よ我等が樹芸の力

赤裸の山にも真木生いたれば

木陰に玉ふく泉も湧いて

荒ぶる川の瀬流れは和む」

どの高校にも若者らしい気負いに満ちた校歌があるの

だが、この一節には、源流の人々が訴え続けてきた「森を

育て水を生み、それが川となって上下流の共生に活きる」

という自然の摂理と巧まざる理念が読めるだろう。

結び　人は集まり散じて
―愛知用水大学

こういう大学があるわけではなく、愛知用水公団発足20

年の集いが名古屋で開かれた昭和50年秋、建設事業を

報道した記者の1人として、お祝いのエールを送るつもりで

書いた夕刊コラムの見出しである。当時の公団総務部長

で水産庁長官を務めた荒勝巌さんが残した言葉を拝借

した。

「あの愛知用水公団は、農業土木にとっては愛知用水

大学とでもいうべき存在でした。技術者たちが、その後、用

水建設の現場で学んだ技術と経験を各方面で役立てま

した。あの建設事業は多くの立派な卒業生を全国に送り

出したのです」と。

この回想記で何度も書いたことだが、戦後間もない昭和

30年代の初め、米国から鉄道、道路、河川を横切るサイ

ホンや流量を一定にするためのネルピックゲート、あるいは

水路、調整池、トンネル、水路橋など最新の工法が大型土

木機械とともに導入された。また一事業に国力・人材を集

中投下することも初めてだった。学び取り、それを施設とし

て実らせねばならない。愛知用水は復興・再建への初心

に満ちた学舎
まなびや

であった。

そこで学んだことは草花の種子のように全国に散って、多

目的の利水施設となった。もう大方は水苔
みずごけ

のついた水路

を見たときには、そこに先人が刻んだ文字通り“公共のた

め”の事業の踏み跡を見てほしいと思う。人は集まることも

大切だが、散じることも大切なのである。

さて平成8年8月28日、味噌川ダム竣功式の日は雨だっ

た。参列の吉村午良長野県知事が雨を持って来たなどと

いう貯水には万々歳な言葉も聞こえたが、それはよいとし

て祝宴の席で折角の木曽銘酒「七笑」が飲み残しになっ

たらしく、帰りのわたしの車に２合ビンがドサッと積み込まれ

た。嫌いではないので1、2本空けて塩尻から新宿行きの

列車に乗った。当然、列車は諏訪を通る。

そこの温泉寺にはジャーナリストの大先輩である高木健

夫さんの鎮魂の歌碑がある。

「みすずかる諏訪の湖光りつつ

風に歌えよ我がレクイエム」

夕日のなか波立つ諏訪湖は比較的浅く味噌川ダムと容

量は同じである。程よい酔いのせいか忘れがたい人の顔

また顔が目に浮かんだ。痩躯毅然たる浜口雄彦愛知用

水公団総裁や夢多き進藤武左衛門水資源開発公団初

代総裁を始め歴代総裁。そして、この竣功式が永別の場

になった上条堅、上条勇両氏（ともに前掲）ら水を介して得

た知友の数々。

「会して先ず微笑あり

座して必ず哄笑あり

別れて心永く楽しむ」

そして「盆太鼓懐かしき人皆天に」である。あらためて出

会えた施設とそれを築き上げた人 に々感謝して拙稿を終

える。

味噌川ダム
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国土審議会水資源開発分科会調査企画部会におい

ては、気候変動等によるリスクを踏まえた水資源分

野における対応策について検討が進められており、

10月1日に「総合水資源管理について（中間とりまと

め）」が発表されましたので、その概要を紹介します。

2-1 総合的水資源管理への転換の必要性

（1）顕在化している水資源の課題

我が国は水需要に供給が追いつかない状況からは

脱却しつつあります。

しかし、①施設の老朽化の進行等による施設機能

低下リスクの増大、②大規模地震等による水供給等

障害リスクの増大、③安全でおいしい水、豊かな環

境への要請、④水系全体で見ると課題の残る施設配

置と利用、⑤進まない需要面の弾力的水利用・節水、

⑥適正な保全と管理がなされていない地下水、⑦水

源地域をはじめとする流域の保全、という課題が顕

在化しています。

（2）温暖化への対応の必要性

我が国では、近年、少雨化や降水量の変動の増大

によって既に水利用の安定性が低下しているところ

であり、地球温暖化の進行により、今後水資源にさ

らに深刻な影響が及ぶことが懸念されます。

（3）総合水資源管理への転換の必要性（図1）

前述の課題に対応するためには、一つの水系に依

存する流域（集水域及び関連する利水域、排水域、

氾濫域）を単位として、関係主体が連携・調整しな

がら、水量と水質、表流水と地下水、平常時と緊急

時を総合的・一体的に考え、対策の適切な組み合わ

せ、適切な順序での施策を行うことが必要です。

このため、従前の量的な充足を優先する“開発”

を主とする方策から、多くの課題の解決を図る総合

的な“マネジメント”へと施策を転換することが必

要です。

「総合水資源管理について（中間とりまとめ）」の概要

国土交通省土地・水資源局水資源部

1 はじめに

2 中間とりまとめの概要

図－1 総合水資源管理への転換の必要性
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「総合水資源管理について（中間とりまとめ）」の概要

2-2 総合水資源管理の考え方

これからの水資源政策は、水を持続的に活用でき

る社会の実現と健全な水循環系の構築を理念として、

安全で安心な潤いのある水の恵みを享受できること

を基本目標とするべきです。

そして、多様な主体が緊密に連携・調整しながら、

生態系を維持する豊かな水環境に配慮しつつ、循環

している水を社会活動に良質な水資源を十分確保す

るために利用・制御することにより、最適な水資源

配分を図り、もって水を持続的に活用できる社会の

実現と健全な水循環系の構築の実現を目指して水資

源を総合的にマネジメントし、流域住民の安全と安

心を確保する「総合水資源管理」を基本的な考え方

とするべきです。

2-3 総合水資源管理の体系と計画等の内容

（1）総合水資源管理の体系（図2）

総合水資源管理の検討・実施にあたっては、国が

関係行政機関の協議のもとに基本方針を提示する必

要があり、流域ごとでの実施にあたっては、関係主

体による常設の場（流域総合水資源管理協議会〈仮

称〉）での協議を通じて流域単位のマスタープラン

（流域総合水資源管理基本計画〈仮称〉）を策定する

必要があります。

（2）総合水資源管理に関する基本方針（仮称）

総合水資源管理に関する基本方針（仮称）は、総

合水資源管理についての国としての基本的な方針

です。

（3）流域総合水資源管理基本計画（仮称）

本基本計画は、当該流域での水資源の現状と課題

を明らかにした上で、総合水資源管理の基本的な目

標を定め、目標達成のための具体的な施策を記載し

ます。

計画の内容の考え方は、（3-1）以下に述べます。

（3-1）総合水資源管理の基本的な目標の考え方

水量については、当該流域の水利用の安全度を地

域の実情を踏まえて設定し、水の用途別の需要量の

見通しと、気候変動に伴う施設の実力低下を反映し

た供給可能量を踏まえ、安全度を確保していきます。

質の向上については、その基本的な目標である水

質環境基準を確保し、流域内の水利用と水環境にと

って必要と考えられる水質を、必要な箇所において

必要な水量を確保するよう設定し、流域が一体とな

って総合的に水質改善を推進します。

（3-2）総合水資源管理の具体的な施策（図3）

以下の内容について計画に記載します。

① 施設の整備及び運用並びに維持管理

（ア）既存施設の改築・維持管理

（イ）水資源施設の効率的運用（ダムの嵩上げや運

用改善等）

（ウ）新たな施設の整備

図－２　総合水資源管理の体系

「総合水資源管理について（中間とりまとめ）」の概要
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（エ）地震等災害時・水質事故時等における危機管理

（オ）水資源の持つ自然エネルギーの有効活用（小水

力発電の活用や省エネルギー化対策の推進）

② 水利用の円滑化・効率化

（ア）水利用の調整（円滑な水利調整、水を大切にす

る活動の取り組み）

（イ）雨水利用の促進

（ウ）再生水の利用の促進

（エ）渇水時における対応（渇水調整の基本的な考え

方、渇水時の利水者、流域住民・企業等の緊急

対応）

③ 水量・水質の一体的管理（「必要な箇所に、必要

な水質を、必要な水量、より低コスト・低エネル

ギーで確保する」ための方策）

④ 地下水の保全と活用（地下水の管理方針、保全措

置、モニタリング計画、緊急時の対応体制）

⑤ 流域の保全

（ア）流域の水循環の健全化（水辺空間の回復等）

（イ）水源地域の保全

2-4 必要な措置と体制

（1）流域総合水資源管理協議会（仮称）

計画の内容や施策の実施について協議するため、

当該流域を単位として、関係主体による常設の流域

総合水資源管理協議会（仮称）を設けることが必要

です。

（2）情報の共有と公開

① 情報の共有と公開の必要性

施策案の効果や影響が定量的に試算され、協議会

で検討されることが重要です。また、施策の円滑な

実施を図るためには、流域住民の理解と協力が不可

欠であり、必要な情報が広く公開されていることが

必要です。

② 情報の共有と公開の実態

水量、水質に関する情報は、関係機関への報告や

年次報告への掲載にとどまっているものも多いです。

③ 情報の共有と公開に向けた措置

地表水や地下水を大量に利用する者に取水量の報

告や公開を、関係行政機関にも河川水位等のオンラ

インでの公開を義務づけることが求められます。

総合的水資源管理の具体化に向けては、関係する

主体の意見を幅広く聴きつつ、概念・内容を精査し

ていく必要があります。このため、同部会において

は、関係主体へのヒアリングや一般への意見募集を

行い、年内を目途に報告をとりまとめることとされ

ております。

図－３ 流域総合水資源管理基本計画（仮称）の概要

3 おわりに

トピックストピックス
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「1ヵ月に35日雨が降る。」

屋久島の雨を体験した「浮雲」の作者、林芙美子

が著した言葉です。私が育った屋久島で、その言葉

を実感しない人はいないと思います。

屋久島は周囲約130キロの中に九州最高峰の宮之浦

岳をはじめとして1800メートルを越える山々が連な

る黒潮の中に浮かぶ島です。その地形から黒潮の海

から生まれる水蒸気を集めて、積乱雲に変え大雨を

降らすという、水の循環を目の当たりにすることが

できます。そのような環境の島で私は育ちました。

屋久島の電気は水力発電です。私は、発電施設を

見学に行ったことがあります。見学後、家に帰って

電気をつけたときには、これが水の力かと感動しま

した。

屋久島の雨の降り方には、独特なものがあります。

同じ島の中でもわずか5分くらい走れば雨がやんでい

たりします。屋久島には、トンネルは10メートルく

らいのものが1つしかありませんが、「トンネルを抜

ければ晴れだった。」という表現もあります。また、

4月から5月に降る長雨のことを、新緑を洗い流すよ

うに降ることから、「木の芽流し」という風に表現し

ます。

また、屋久島には、霧雨のような雨は少なく、か

さが役に立たないほどの「バケツをひっくり返した

ような」という表現がぴったりの雨が降ります。

大粒の雨で、体にあたると痛いと感じるほどの雨

で、道路にぶつかり、はねあがる雨粒でぬれてしま

います。こういった雨が降ったときには、「雨が横か

ら降る」とか「下から降る」といった表現をし、屋

久島の人は、雨について細かい表現をして雨に深い

関心をよせることで、雨を生活の一部として考えて

いるのだと思います。

台風の通り道でもある屋久島では、水不足や、渇

水というのはほとんど縁のないことです。しかし、

屋久島の人は、けっして水を無駄に使ったり、汚し

たりということはしません。水の島屋久島だからこ

そ、普段の生活の中で、きれいな水を求めています。

屋久島の川の水は、普通に飲むことができます。

私は今まで、日本に流れる全ての川の水も、飲める

ものだと思ってきました。しかし、日本においては、

川の水は飲めない方が多いということを最近になっ

て知りました。屋久島のように、飲める水の川が増

えてくれるとよいと思います。

今はコンビニなどで水を販売したりしていますが、

私にはそれも信じられないことです。なんだかもっ

たいない気になります。屋久島の水道水は売ってい

るような水に負けないくらい、とてもおいしいです。

屋久島では、「水が森を育み、森が海をつくる」と

いうテーマで、水の循環をもとに、漁師が植林を行

い、森のダムづくりに貢献するなどの取り組みが行

われています。このような取り組みも、雨が多く、

豊かな自然のある屋久島に住む人々に、今日の自然

を未来に残そうという思いがあるからこそ、行われ

ているのだと思います。

夏休みには、毎日のように、川に行き、澄んだ水

の中にいる、魚たちを追いかけて遊びます。川が毎

日澄んでいるのも、雨のおかげだと思います。

そんな、きれいな環境を未来に残すためにも、こ

れからも、水を大切にして、生活していきたいと思

います。

故郷の「雨」と共生する
鹿児島県　学校法人池田学園池田中学校　河野　文香
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高崎　哲郎（作家、土木史研究家）
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鬼怒川と小貝川に挟
はさ

まれた南北に連なる細長の地

は、大半が下総国（現 茨城県）に属する広大な湿地

であった。享保7年（1722年）9月、将軍徳川吉宗が

新田開発の可能な湖沼、湿地、河川敷を下問したの

を受けて、同11年、西当郷村（現 下妻市）の平作

と小兵衛、伊佐山村（現 筑西市）の彦兵衛、野殿村

（同前）の源兵衛の名主4人は、3つある溜
ため

井
い

（現下

妻市にあった南北に広がる溜池）の中では最大であ

る大宝
だいほう

平沼の干拓申請を出した（これより先の享保

8年8月、鬼怒川流域は未曾有の大洪水に襲われた。

「五十里
い か り

の洪水」である。最上流の水源地である下野

国（現 栃木県）山間部の五十里湖が長雨により突然

決壊して、壁のような激流が流れ下り堤防を切り刻

んで、多くの流域民の命をのみこんだのである。死

者・行方不明者は3000人を超えるとの説もある。今

日決壊した五十里湖の近くに五十里ダムが建設され

ている）。

幕府の地
じ

方
かた

御
ご

用
よう

掛を兼務する南町奉行・越前守大

岡忠相
ただすけ

は、新田開発担当・勘定吟味役格井澤弥惣兵

衛為永とその配下の地
じ

方巧者
かたこうしゃ

（土木技術者）を現地

に派遣して干拓事業の是非を調査させた。弥惣兵衛

は一大干拓事業である飯沼新田開発のため鬼怒川筋

の調査を行っていたので、現地の地形や地理に明る

かった。「五十里の洪水」の被災地にも足を運んでいた。

弥惣兵衛は大宝平沼だけでなく、江沼（または江

村沼）と砂
さ

沼
ぬま

のいずれも沼底が浅いことから3つの

溜井を一括して干拓し、それに代わる農業用水（代

用水）として下野国芳賀
は が

郡上江連村から用水路を開

削して鬼怒川の水を取り入れる計画をたてた。これ

連 載

江連用水地図（『下妻市史』より）

がかり

井澤弥惣兵衛為永の立像と弥惣兵衛の花押
（さいたま市見沼自然公園）
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が江連用水である。総延長約9里半（38キロ）のこ

の「代用水」は、流域53カ村に石高2万6000石余の

収穫をもたらすことになる（拙書『荒野の回廊』参考）。

弥惣兵衛の計画は、紀州流を取り入れており、圦
いり

樋
ひ

（水の取り入れ口）から耕地までの用水路はなる

べく高い地点を通し、しかも地形の勾配を利用して

用水を自然流下させ、水路を直線にして最短距離を

通らせるようにした。江連用水は鬼怒川流域最大の

農業用水路であり、工事費用は弥惣兵衛の判断です

べて幕府経費から支出された。

◇　◇　◇
18世紀初頭（元禄から宝永年間）、日本列島は地

震、津波、大洪水、火山噴火に相次いで見舞われた。

富士山噴火のほぼ50日前の宝永4年（1707年）10月

4日、東海地方から紀伊半島、四国の太平洋岸にか

けて大地震が発生した。富士山の噴火は11月23日

で、前日から地震が続いていた。噴火が始まったの

は巳の刻（午前10時頃）で、五合目付近の東南斜面

から爆発し、焼け石や砂・灰が大量に吹きあがった。

噴出物は北西の風に乗り、駿河国東部、相模
さがみ

国、武

蔵国（現 静岡県東部から東京都・埼玉県まで）の村

や町に降り注いだ。江戸の街は雪が降ったように真

っ白になり、砂ぼこりが煙幕のように舞い上がった。

年明けの閏
うるう

正月7日、関東代官伊奈半左衛門忠順
ただのぶ

に小田原領の被災地を当分の間支配し、砂除けと

川浚
かわざら

い普請の奉行を勤めよとの幕令が下った。その

後、酒
さ

匂
かわ

川の川浚い御手伝い普請を命じられた5藩

のうち岡山藩は酒匂川の足柄平野への出口にあたる

中小河川の流れ込む場所を担当した。ここは水害の

多発地域で、工事内容は川浚いだけでなく、水害防

止のための堤川除普請も命じられた。しかしその後

も、河床の上昇が続いて水害が頻発し、享保 12年

（1727年）幕府は、南町奉行兼関東地方御用掛大岡

忠相のもとで、田中休
きゅう

愚
ぐ

が中心となって、治水事業

が推進された。その指導監督として現地に赴いたの

が井澤弥惣兵衛だった（黒 原祐『弥惣兵衛父子』

参考）。

「井澤殿に頼みたいことが出立しました。勘定奉

行筧播磨守殿に申し入れる前に、貴殿の御考えを確

かめたい。実は将軍様から拙者に直々にお言葉があ

りました」

大岡は、身を乗り出すようにして井澤弥惣兵衛に

語りかけた。

「将軍様からでありますか」

「さよう。相模の酒匂川のことである。将軍様は

『富士山が大噴火して、その灰が関東一円に降り積も

ったのはざっと20年前のことであるが、それが未だ

に足柄方面では万民を苦しめている。その苦難を解

いてやるのが幕府の務めである』と仰せられた。『何

とか川普請が出来ぬものか』と命じられたのです」

「さようでありましたか。川底が降り積もった火

山灰で異常に上がり、洪水が頻発していることは知

っております。流域の農民が飢えに苦しんでいるこ

とも聞いております」

弥惣兵衛は相づちを打って答えた。

「丹沢の山岳地から流れ落ちる急流が氾濫を起こ

している。降り積もった灰は深い所では2尺（約66

センチ）にも達している。大雨が降るごとに灰が酒

匂川に流れ込んで、川底を上げ続けている。その結

果、古い堤防は切れて激流が平野部に氾濫し、川筋

は乱流のまま手付かずの状態である」

小田原藩は被災地の村々を「経営が出来ない」と

して幕府に返上した結果、すべて幕領になった。

弥惣兵衛は腕組みをして考え込んだ。関八州では

飯沼新田開発をはじめ吉田用水、江連用水の水路開

かけい

酒匂川と流域地図
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削さらには大宝平沼・江沼・砂沼の干拓も指揮しな

ければならない。いずれも一大事業であり、これら

の他にもう一つの大事業を引き受けられるだろうか。

大岡は、弥惣兵衛の不安を察して語りかけた。

「田中休愚を現場の監督に命じ、貴殿がその上に

立って工事全般を指揮してくれまいか」

弥惣兵衛は土木事業に秀でた田中を配置すると聞

いて工事の責任者になることを了承した。

田中休愚は、寛文2年（1662年）3月15日武蔵国

多摩郡平沢村（現 東京都あきる野市平沢）の甲斐武

田旧臣の家系を引く名主窪島氏の次男として生まれ

た。成長の後、武蔵国橘樹
たちばな

郡小向村（現 川崎市幸

区）の田中源左衛門宅に出入りし、これが縁で源左

衛門の姻戚関係にあたる川崎宿の名主で本陣・問屋

役を兼ねていた田中兵庫家に養子縁組することとな

った。宝永元年（1704年）、43歳の時養父の跡を継

ぎ、本陣の当主となった。その後、関東郡代伊奈半

左衛門忠順に上申していた川崎宿の財政立て直しの

ため六郷川の渡船権が許可され、宿場の復興と繁栄

をもたらす基礎を築いた。

将軍吉宗が『民間省要
みんかんせいよう

』を上覧後に田中休愚の身

辺には変化が起きる。同書は江戸期の民政文献とし

て不朽の名著とされる。享保8年（1723年）に井澤

弥惣兵衛の指揮下に、武蔵国大里、埼玉両郡の荒川、

また荏原・橘樹郡内、多摩川及び両岸の六郷・二ケ

領用水の川除御普請御用を命じられ、10人扶持が支

給された。1日につき米5升が手当として与えられた

（この段階で、弥惣兵衛と休愚が知り合いの仲であ

ったかどうかは不明である）。

休愚は『民間省要』の中で酒匂川の治水について

「富士山の砂の難にかかりし相州酒匂川入は、人民御

救として砂除け・砂浚い郷村田地の為の御普請有し

に、諸候大夫
だゆう

命令下り、其領の人民を費し集めしめ、

夥しき金を出して曾
かつ

てその験
しるし

なし、金空しく商客の

有となりて、御慈愛の御心、民中へ届かざる事こそ

口惜しけれ」と前代の幕府の大名手伝い普請のやり

方を批判した。そして同11年、洪水に苦しむ相模国

酒匂川の治水工事（河川改修・護岸工事）を婿の巳

野庄次郎（のちの代官蓑笠之助正高）とともに手が

ける。

◇　◇　◇
休愚は1月、酒匂川の足柄平野への出口にあたる

大口土手と岩流瀬
が ら せ

土手が見渡せる川村向原（現 山北

町）の寺院・花蔵院を現場事務所兼宿舎として確保

した。ここは弥惣兵衛ら幕臣の宿舎にもあてられた。

工事に使う大量の材木・縄などの建設資材や岩石・

土砂を地元材木商・石材商や大工に注文した。工事

の要である河川締め切りは、降雨の少ない真冬の2

月から農民を総動員して開始された。酒匂川は、上

流から右折、左折と2度直角に折れてから西から東

に流れ下る。その中間の破堤しやすい左岸に岩流瀬

土手を、また下流の右岸に大口土手（現 南足柄市

怒田
ぬ だ

）を構築するのである。洪水による破堤の恐れ

は大口土手側の方が大きかった。

休愚は、水制として丸太などの木材を組み立てた

独自の「弁慶枠」を考案した。これは木材を大きな

箱のような形に組み立てて中に河原の石を入れて川

底に固定するものである。激流がぶつかる土手の法

面（表側）に食い違いに並べて水の勢いを抑えた上

で土手を締め切った。大口土手は今日のメートル法

で計算して、高さ5.5メートル、上面（馬走、馬
ば

踏
ふみ

）

の幅12.6メートル、土台の幅32.4メートルという巨

大な堤防である。大口土手が完成した際には、弥惣

兵衛も現地視察をしている。

大口土手は、法華堤、陀羅尼堤、休愚堤などの名

で呼ばれたが、文命西堤（岩流瀬堤）、文命東堤（大

口土手）と区別しても呼ばれた。「文命」は治水の功

績によって、中国古代の皇帝舜
しゅん

の禅譲を受けて夏王

朝の始祖となったとされる禹
う

の異名である。この誉

えある名が同年7月3日、大口土手の側に設けられた

おびただ

かわむらむかいはら

酒匂川・現場作業風景（説明板より）
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「武蔵国足立郡の見沼溜井にいち早く新田を開い

た加田屋は、我々同様に紀州の出と聞いたが事実で

あるか」

弥惣兵衛が語りかけた。茂右衛門の説明によると、

加田屋は初代の商人坂東助右衛門尚重が正保元年

（1644年）に紀州の紀淡海峡に面した名草郡加田（現

和歌山県加太）から江戸へ出て、北新堀に住居を構

えた（北新堀は現在の中央区箱崎付近。2代四郎右

衛門尚政、3代助右衛門尚常）。加田屋初代は見沼溜

井での新田開発を目論み、延宝3年（1675年）に開

発を幕府に願い出て免許を得、入江新田52町歩余を

開発した。加田屋が見沼に新田を開くにあたり、沼

の西を締め切って沼の上流の流入水を綾瀬川に落と

す流域変更を行った。その結果、見沼溜井の水量が

減り、各村の用水確保に支障をきたすようになった。

その一つに、染谷村と膝子村の水争いがあり、加田

屋にも争いの付けが回って来る。

南部領の染谷村は、見沼溜井から東に水を引いて

いる天
あま

久保
く ぼ

用水を利用している。加田屋の入江新田

が開発されて以降、水量が減って使いにくくなり、

渇水の年は田植えが出来なくなった。そこで同じ南

部領の膝子村と相談して、入江新田の悪水落し堀

（排水路）の末端で堰き止め、水かさを上げて染谷村

で使うようになった。渇水の時には慣例となってい

た。享保3年（1718年）6月9日夜、膝子村から農民

たちが大勢押しかけてこの堰を切り破ってしまった。

「理不尽な致し方」と染谷村は怒って対立が激化し

た。公儀（幕府）は何かと問題の多い入江新田を取

り潰し、同新田は昔の沼に戻ってしまった。

－ 17 －

禹祠（現在の福沢神社）にも使われている。このこ

とは休愚が当代きっての儒学者荻生徂徠に学んだ知

識人であることを示している。休愚は自身の撰文に

よる文命堤碑を東西の堤上に建立した（『明治以前日

本土木史』参考）。

酒匂川は、休愚や婿の代官蓑笠之助が技工の限り

を尽くし禹を祀る祠まで建立して、水害の根絶を企

図した。だが、その後も大洪水が続き、流域の右

岸・左岸の農民の対立は激化する。享保14年（1729

年）、休愚は支配勘定並に登用され幕臣となって武蔵

国多摩・埼玉両郡で3万石を支配したが、同年12月

22日病没した。享年68。

◇　◇　◇
酒匂川の堤防構築現場から帰って間もなく、弥惣

兵衛は江戸・下谷長者町の私邸に紀州出の商人高田

茂右衛門を招いた。 加田屋新田なごりの橋（さいたま市見沼区）

田中休愚の墓（川崎市幸区・妙光寺）

酒匂川の福沢神社（現在）
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「新田開発の見分願いが地元の沼べりの寺・万年

寺から出されたようです」

茂右衛門は付け加えた。彼は見沼干拓が始まるこ

とを察知していた。弥惣兵衛は腕を組んだまま考え

込んでいた。

見沼溜井の誕生は、寛永6年（1629年）関東郡代

伊奈半十郎忠治が八丁堤を沼尻に築いて用水源とし

たことによる。丁は町と同じで、1町は60間、約109

メートルである。八丁堤は872メートルになるが、1

キロに満たない堰堤を築いて、堤の下流部に広大な

水田を開くことに成功した。それは寛永年間（将軍

家光の統治時代）で、8代将軍吉宗治世より約1世紀

もさかのぼることになる。

見沼は鹿が角を立てた形に似ている。大宮台地を

刻む侵食谷の出口が、入間川（現 荒川）が運んだ土

砂の堆積（自然堤防）によって塞がれて生じた沼で

あった。マコモや葦、それに竹のしげる沼は鯉やフ

ナなど魚類が豊富であった。東西の幅は狭く、南北

の奥行きは長い。入江も多く、下流部はデルタ状に

広がっていた。その沼尻のくびれた狭い所に八丁堤

が築かれ、堤の以南は干拓されて水田となった。同

堤が、木曾呂を東に、附嶋を西にして築かれると用

水取水樋が設けられて見沼溜井の水を引いた。東縁

用水と西縁用水である。この頃、野田の鷺山が生ま

れた。弥惣兵衛も優美なサギの群れを見たことで

あろう。

◇　◇　◇
「この頃、紀州藩士の故浅井駒之助殿の故事が思

われてならぬ。拙者が年寄りになったせいかも知れ

ぬが、この世も浅井殿を必要としているのかも知

れぬ」

弥惣兵衛は目の前の高田茂右衛門に再び話しかけ

た（以下『日本の近世、支配のしくみ』参考）。

紀州藩士浅井駒之助は延宝7年（1679年）の初め

に『長保寺通夜夢物語』（注：長保寺は藩主の菩提

寺）という「紀州の国政を評した落書」（藩医石橋生

庵の「日記」）を著した。生庵はこの落書を、同年1

月20日に江戸で読んでいる。落書は、初代藩主徳川

頼宜
よりのぶ

の後を追って殉職したとされる的場源四郎が、

当時の紀州の実情を憂えた故頼宜の意を受けて、幽

霊となって駒之助の前に現れ、駒之助の質問に答え

る形式で書かれている。そこでは、「此国の有様、南

龍院殿（注：頼宜）世を去り給ひてわづかに八年に

なり侍りぬ、其月日いくばくならぬに士農工商共に

苦しむ事大方ならず、既に御家滅亡に及ならんとす」

との状況認識が最初に掲げられ、その原因として次

のような点があげられた。

2代藩主光貞が、「御遊山・御普請すき、御能・御

鷹野すき」なまま「世の中は夢じゃ夢じゃただ楽し

めと計
ばかり

」にて「行く末の考えもなく」、「国を治め、

世の鏡に成」るべき自己の任務を放棄していること、

また、本来主君を補佐し、主君の悪政を諫めるべき

立場にある「老中・出頭・奉行」の人々が、自己の

任務を果たさないだけでなく私欲のため、事前に

「御仕置」（注：政策）の内容を「己が贔屓
ひ い き

のもの出

入町人」にひそかに洩らし、その結果、米の買占め

などが起こる一方、藩の財政を持ち直すことのみ考

えて、「仕置」をするため、「御家中侍下々町人百姓見沼のあったころ（見沼代用水土地改良区）

および
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までも労
つか

れはて、今は牢人の支度より外にない」状

態になってしまっていることなどであった。藩政が

きわめて紊乱
びんらん

している様子を痛烈に批判した上で、

こうした「侍の迷惑、百姓町人の痛み」が結局は、

「侍どもも飢えに及び、町人は乞食となり、其の上に

て国中百姓共一揆を起し、先年の天草の如く紀州を

棒に振る」事態を招来させるという。藩内の衰弱が

結局は百姓一揆を招き、幕府の咎めによって紀州藩

の没落を招くという危機意識が、そこにはあったこ

とがうかがえる。

駒之助は、このときは落書の形式をとったため、

藩の咎めを受けることはなかった。しかし、元禄2

年（1689年）頃、今度は熊野三所権現に誓い、誓紙

を差し添えて責任の所在を明確にしたうえで、再度

批判書を藩に提出した。そのため、元禄3年2月、罪

を得て伊勢田丸に幽閉された。その4年後に駒之助

は断食を始めた。断食を止めるようにとの傍輩の諫

めに対して「今迄は万々一御尋もあらばと長らえた

り、最早左様の事もあらじなれば、存命無益なり、

人は人、我は我なり」（『南紀徳川史』）と述べて、37

日間の絶食の果てに死んでしまった。

駒之助の生き様は、「御家中侍下々町人百姓」の立

場に立った仁政を求めて、自己の死を賭してまで藩

政批判を実践した武士が存在したことを知らせる。

駒之助の立場は、藩政の混乱が民衆支配を共同利害

として結集した領主階級の結合を破綻させる、とい

う危惧に基づいていた。その限りにおいて、駒之助

が武士の立場にあったことは事実だが、同時に武士

として「町人百姓」の姿を常に意識し続けたことに、

駒之助の治者としての責任意識を見出すことがで

きる。

幕末・明治を生きた元紀州藩士堀内信は173巻に

上る『南紀徳川史』を編纂したが、「名臣伝」の中に

浅井駒之助を加えている。駒之助が、藩政を批判し

獄死したにもかかわらず、である。駒之助の長男、

次男はその後の消息は不明だが、三男忠八清成は、

はじめ「大番組20石」で召し出され、郡奉行、御勘

定頭、町奉行を歴任して、享保年間には「大番頭格」

となって800石の知行取りとなった。忠八は「寄合」

に出仕し、藩政に参画するまでに出世した。忠八は

また、当時大嶋伴六と並ぶ「時の明吏」と称されて

もいた（『南紀徳川史』）。

弥惣兵衛は茂右衛門に言う。「忠八殿の姿は、藩政

の安定した状況における父駒之助殿の姿だ。出来れ

ば拙者も見習いたいものだ」。忠八は名草郡の郡奉行

を務めた。それは、弥惣兵衛が紀州藩に取り立てら

れて会所詰の頃のことで、弥惣兵衛は年若い忠八の

凛々
り り

しい姿を思い出していた。

「この故事を将軍様はどうお考えだろう」

弥惣兵衛はうつむきかげんになって、つぶやいた。

◇　◇　◇
江戸府内外の出来事を編年に記した「武江年表」

（斎藤月岑
げっしん

編）には、高田茂右衛門に関して以下のよ

うな記述が見える。先走ることになるが紹介する。

（つづく）。

「享保十五年（一七三〇）庚戌

足立郡見沼に新田を開かる　去る戊申年下総に手

賀沼を新田に開かれし頃、高田茂右衛門友清とい

ふ者、其の選にあづかり其の功を全うせしが、今

年も又命ありて弟鈴木文平胤秀と倶に此の事を司

り、多くの功を立てたり。其の頃見沼の新川に船

を通ぜん事を望みしかば免し給ひ、享保十六年足

立埼玉の二郡の内にて六カ所の地を給ひ、江戸神

田川の辺にも邸地を給ひて、見沼川運漕主事に命

ぜられたり。其の所を通船屋敷といふ。其の子孫

弘化四年の件
くだり

に記せる小山田与清是なり。

均（竹冠）庭云ふ、去る戊申九月の大水、郭北尤

も甚だし。士民数十万魚鼈
ぎょべつ

となりて、死者数万余

人。国初已来これなき大災なり。近時興利の臣議

して、瀦沢
ちょたく

を涸らして新田を作る。其の水を他所

に流す、地勢を知らず水の性に逆ふ。是の水災あ

りし所以なり。何ぞこれを功とせん。高田某もそ

れに付きたる物共なり。此の事「紫芝園漫筆」

（注：太宰春台著）下巻に出たり」。

※第八回連載の市町名に誤りがありました。正しくは、「八

日市場市・旭市・干潟町・海上町」（P15）は「匝瑳市・旭

市・東庄町」、「鉄牛和尚の墓（千葉県旭市）」（P16）は「鉄

牛和尚の墓（千葉県東庄町）」です。お詫びして訂正いた

します。

かのえいぬ

つちのえさる
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第九回　関八州での新田開発と治水策の光と影②
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正蓮寺川利水事業及び
管理について

関西支社中津川管理室

1. はじめに

関西支社中津川管理室は、JR大阪駅より西に約3.0km

の淀川左岸堤防沿いにあります。周辺は、建設当時にあ

った多数の工場が移転し、跡地に高層マンション等が建

ち並び都市住宅街に

変貌しています。

さて、正蓮寺川利水

事業は、水資源開発

の方法、施設機能の

目的、事業用地の取

得など、水資源機構事

業の中でも特徴のある

内容となっています。本

稿では事業や管理の

内容等についてご紹介

します。

2. 事業の概要

正蓮寺川利水事業は、旧中津川の埋め立てを行うとと

もに、正蓮寺川と六軒家川の河川維持用水8.5m3/sを都

市用水に転用するために必要な分水施設と工業用水導

水施設を建設したものです。

分水施設

分水施設は、旧中津川の埋め立てにより閉鎖水域とな

る旧中津川下流の正蓮寺川及び六軒家川に対し高見機

場を新設し、淀川から河川浄化用水として最大22m3/sを

送水し、河川浄化機能の維持を図るものです。

工業用水導水施設

工業用水導水施設は、旧中津川の埋め立てにより取水

不能となる工場に対して、新たに取水樋門及び導水路を

設けて工業用水として最大3.0m3/sを供給し、取水機能

の維持を図るものです。

この事業を進めるにあたっては、大阪市の都市計画街

路事業、下水道事業及び大阪府の高潮対策事業の一部

をそれぞれ受託して実施しました。

このように地域開発と一体となって合理的かつ効果的な

開発が行われたことから、この事業による効果は「一石五

鳥」といわれています。

本事業は、昭和42年10月に工事着手し、昭和47年 3

月に竣工、管理は昭和 45年 7月より開始しました。

3. 事業の特徴

（1）特異な水資源開発の方法

水資源開発の方法は「ダム又は堰等による貯留」による

ことが一般的ですが、当事業の場合「河川維持用水の転

用」すなわち、旧中津川を埋め立て、流れていた河川水を

都市用水に転用することにより開発しています。

（2）開発水量の放流、取水、供給施設がない

一般的に水資源開発施設は、開発水量の放流、取水、

供給等の施設がありますが、当事業の場合、淀川大堰よ

り上流で各利水者が独自に取水しているため、これらの

施設がありません。

（3）分水と排水の兼用機能を持つ施設

高見機場は、旧中津川下流の正蓮寺川と六軒家川に

河川浄化用水を送水する分水と、高潮時の内水排除を

行う機能を持っており、これらはゲートを切り替えて行ってい

ます。

分水と内水排除模式図

高見機場付近航空写真
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（4）共同事業が多い

正蓮寺川利水事業の実施に伴い、①大阪市都市計画

街路事業②大阪市下水道事業③大阪府高潮対策の3

事業を共同事業として機構が受託して施行しました。

これらの受託費は約23億円で、総事業費61億3千万

円のうち、37％と大きな割合を占めています。

（5）施設用地の取得

当事業に係る水機構用地の一部は、正蓮寺川利水事

業と大阪市の淀川南岸線事業の2つの目的のために公

有水面埋立法に基づき旧中津川を埋め立てたものです。

以上のように正蓮寺川利水事業は、水機構の他の事業

にはない特徴があります。

4. 管理の現状

（1）分水施設

分水施設の主要施設である高見機場は、大阪府との

協定に基づき操作しています。

昭和46年の管理開始以来、約170億m3の河川浄化

用水を正蓮寺川と六軒家川に対して送水し、河川の浄化

に著しい効果をあげてきました。

この水は、淀川の感潮水（海水）であるため、ゲート等の

発 等が著しく、またカワヒバリ貝等の海棲生物の付着が

多いため、定期的にゲートを昇降させて付着軽減を図って

いるほか、河川水質が比較的良好な冬期に送水を停止

して、機場の海棲生物の除去やポンプ、ゲート等の維持管

理を実施しています。

（2）工業用水導水施設

企業にとって必要な工業用水を24時間給水しています。

工業用水に係る水利権は、既得利水者が保有していま

したが、旧中津川の埋め立てにより工業用水導水施設を

建設・管理している水機構が既得利水者に代わって保有

（既得利水者の水利権は保障）することになりました。この

ため、河川法32条の規定により都道府県知事が流水の

占用者から徴収することができる「流水占用料」を、水機

構が既得利水者から徴収して大阪府に納入しています。こ

の納入業務を行っているのは、水機構事務所のなかでは

中津川管理室だけです。

5. 正蓮寺川利水施設の最近の状況

正蓮寺川利水施設は、阪神高速道路「淀川左岸線」

の建設に伴い著しい影響を受けることになります。

このうち、分水施設は「淀川左岸線1期」の高速道路橋

脚が水路の上を縦断するため、平成10年から平成14年

にかけて水路の移築工事及び高見機場の改修工事を実

施しました。また、高見機場付近には高速道路のジャンク

ションが設置されるため、平成24年度には、機場周辺は

高速道路に囲まれることになります。

工業用水導水施設についても「淀川左岸線2期」の高

速道路本体が水路上を縦断するため、その対応について

現在関係機関と協議中です。

6. おわりに

正蓮寺川利水の管理は、正蓮寺川・六軒家川の河川

維持用水及び高潮時等の内水排除、旧中津川沿岸の工

場群への工業用水の供給等、都市における水に関する

機能を維持するために24時間の監視操作を行っています。

今後も適切な管理を行うことで、地域に貢献してまいり

ます。

水槽に付着した海棲生物

高見機場付近のジャンクション計画
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平成20年9月4日に、水資源機構は木曽川水系連絡

導水路事業を国土交通省から承継しました（承継につい

ては本誌9月号で紹介）。

本稿では本事業の概要についてご紹介いたします。

本事業の目的は大きく2つあります。

1つ目は、木曽川と長良川の異常渇水時※1における河

川環境の改善です。木曽川では、平成に入ってから毎年

のように取水制限が実施されるような渇水が発生してい

ます。このため、市民生活に必要な都市用水（水道用水・

工業用水）や農業用水を取水した後の木曽川では、河川

流量の減少から水質の悪化や魚類、動植物などへの影

響が懸念されています。特に平成6年の異常渇水では、8

月期に木曽川下流部において河川流量が減少したため、

瀬切れ※2が生じるなどして生態系などへ大きな影響が生

じました。

本事業により揖斐川と木曽川を結ぶ導水路を建設す

ることで、揖斐川上流の徳山ダムに確保される渇水対策

容量を、一部は長良川を経由して長良川の河川環境の

改善を図りつつ木曽川に導水し、木曽川の異常渇水時

に河川環境改善のため緊急水を補給することができます。

2つ目は、水道用水及び工業用水の供給です。徳山

ダムに確保した愛知県と名古屋市の都市用水として最大

4m3/s（利水）を導水し、木曽川で取水できるようにするこ

とで、近年の少雨傾向に対する利水安全度※3の向上を

図ります（図－1参照）。

本事業で建設する導水路施設は、揖斐川から木曽川

までを連絡する上流施設と、上流施設から途中長良川

へ一部導水した水を長良川から木曽川へ連絡する下流

施設があります。

上流施設は、延長約43kmの導水路で、山岳部はトン

ネル、河川横断部はサイホン構造※4を予定しています。導

水方法は揖斐川からポンプなどを使わずに自然流下方

式とし、木曽川の犬山頭首工の上流付近へ導水できる

ルートを検討中です。

下流施設は、延長約1kmのパイプライン構造による導

水路で、木曽川大堰下流の長良川と木曽川が背割り堤

で接する区域への建設を予定しています。

総事業費は890億円、事業工期は平成27年度までと

木曽三川をつなぐ
木曽川水系連絡
導水路事業
～渇水に強い中部圏の地域づくりを目指して～

図－1

揖斐川　写真提供：（社）岐阜県観光連盟
木曽川水系連絡導水路建設所

【はじめに】

【事業の目的】

【施設計画の概要】
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木曽三川をつなぐ木曽川水系連絡導水路事業

なっており、事業を進めるにあたっては、環境への影響を

十分に調査検討し、水資源機構のこれまで培った技術と

経験を活かして、コスト縮減を図りながら計画的な事業の

進捗に努めます。

①環境への影響検討

木曽川水系河川整備計画及び本事業の事業実施計

画策定の段階では、揖斐川からの導水による長良川並

びに木曽川の水温・濁度などの水質への影響や、トンネ

ル掘削に伴う沿線地域の地下水位低下といった、環境に

対する懸念の声が聞かれました。

このため、本事業は事業規模などから環境影響評価

法の対象事業には該当しませんが、同法に基づく環境影

響評価と同等の技術レベルで、当該事業の実施が環境

に及ぼす影響について検討を行うこととし、事業承継前

の段階から学識経験者で組織する「木曽川水系連絡導

水路環境検討会」を設置して、調査手法及び検討方法な

どについて指導・助言を頂きながら調査検討を行ってい

ます。

現在、水質、動植物、地下水などの必要な環境調査を

行っており、今後、環境への影響検討を適切に行い、そ

の結果を「環境レポート」として公表し、必要な対策を実

施していきます。特に、この工事に伴う環境への影響につ

いては、施設周辺の地域からのご意見やご要望に対して

も、丁寧かつ適切に対応していく所存です（図－2参照）。

②施設設計の検討

導水路の路線計画や施設設計については、国土交通

省がこれまでに実施した概略設計を基に、詳細な設計検

討を進めていきます。

また、新技術に関する情報収集に努め、積極的に活用

していくほか、導水路計画を有する水資源機構内の他事

業と連携して、新しい工事発注方式に関する具体的検討

を行うなど、コスト縮減に向けた取り組みを幅広く行います。

事業の承継と同時に、木曽川水系連絡導水路建設所

が発足しました。現在は、職員14名体制で業務を遂行

しています。

建設所は岐阜市（岐阜県庁周辺）に設置することと

しており、今年度内の開所を目指して準備を行っていま

す（当面は中部支社内〈名古屋市〉において執務してい

ます）。

この導水路が完成すれば、既設の木曽川上流ダム群

などと徳山ダムの連携した運用により、木曽川の利水安全

度向上及び渇水時の河川環境の改善が大きく期待され

ます。

当建設所としては、早期に事業効果が発現されるよう

職員一同一丸となり、関係機関との綿密な連携のもと事

業に取り組んでまいります。

※1 異常渇水…利水計画で想定している10年に1度の確率で

発生する渇水を上回る渇水。

※2 瀬切れ…河川の流水の伏没により水がなくなり途絶える

こと。

※3 利水安全度…河川水を利用する場合に、渇水に対する取

水の安全性を示す指標のこと。

※4 サイホン構造…水路が河川を横断する時に用いられ、サ

イホンの両側は自由水面を有し、その水位差により流れ

が生じる構造。

図－2

木曽川　写真提供：（社）岐阜県観光連盟

木曽三川をつなぐ木曽川水系連絡導水路事業

【事業の進め方】
【建設所について】

【おわりに】



－ 24 －

WFDは、EUの行政執行機関である欧州委員会（EC）

により2000年に策定された、全加盟国（現在27ヶ国）へ

の指令文書で、各種水域の環境状態を、2015年までに

“良い状態”（上から2番目の状態）にすることを目標として

います。

水質汚染への懸念などに関する市民の環境への意識

の高まり等を受け、1995年に策定された水政策を継承す

る形でWFDがつくられてきました。

WFDは、多数の加盟国間で共通認識のもと実施して

いく必要があることから、情報の共有等に力を入れており、

共通実施戦略（Common Implementation Strategy：

CIS）がつくられています。

このCISに基づく取り組みの中で、試験河川流域（Pilot

River Basin）での試行や、環境目標に対してメンバー国

間で共通認識を持つための相互調整（Intercalibration）

などが行われてきています。

WFDでは内容ごとに期限が定められており、これまで

に、国内法の整備や河川流域の指定、流域特性の分析、

モニタリングネットワーク構築などの取り組みが行われてきて

います。ただし、イタリア、ギリシャなど一部事項が未実施

の国もあります。なお、Bloech氏によると、ドナウ川流域や

アイルランドではWFDの実施が最も進んでいるとのことで

した。

EU水枠組指令の実施状況について

環境目標と相互調整（Intercalibration） 河川流域の指定状況

1．WFDの概要

2．WFDの特徴

3．EU加盟国におけるWFDの実施状況

経営企画部企画課　課長補佐　伊藤　邦展

欧州では、河川、湖沼、地下水、沿岸域といった各種水域の質・量を流域単位で包括的に扱う

EU水枠組指令（Water Framework Directive、以下WFD）が 2000年に発効し、目標年（2015

年）に向けた取り組みが進められています。

本年8月、水資源機構客員教授高崎哲郎氏とともに、EC環境総局の水・海洋環境保護課副課

長Helmut Bloech氏、ドナウ川国際保全委員会のBirgit Vogel女史を訪問しましたので、WFD

の実施状況について紹介します。
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WFDでは、河川流域管理計画を策定し、対策を実施

していくこととなります。現在、河川流域管理計画原案の

年内の公表と、来年までの計画策定に向けて各加盟国が

取り組んでいるところです（計画の骨子の概要は下表参照）。

具体的な計画素案は各加盟国からECにはまだ上がっ

てきていないとのことでしたが、立法的手段、行政的手段、

経済的手段や、排水規制などの対策手法を幅広に含ん

だものになっていくと思われます。

ドナウ川は延長2,875km（利根川の約9倍）、流域面積

約80万km2（利根川の約50倍）で、EU加盟国以外の国

も含め、計18ヶ国にまたがる国際河川です。

1998年にはドナウ川保全協定に基づきドナウ川保全国

際委員会（ICPDR）が発足し、ドナウ川の水資源保全、水

質保全、洪水防御等を目的として、現在13ヶ国及びEU

が ICPDRに参加しています。

Vogel女史によれば、WFDはEU加盟国に対してのみ

法的有効性を持つので、ドナウ川のようにEU非加盟国も

関わるような国際河川での共同的取り組みのためには、

ICPDRの位置付けが極めて重要とのことでした。

多数の国にまたがる国際河川の流域管理計画策定に

あたり、ICPDRは3段階に分けたレベルの計画を策定し

ようとしています。各国は自国レベルでの河川流域管理計

画をPart B・Cとして策定し、それらを包括するものとし

て、ICPDRがドナウ川全体の計画（Part A）を策定します。

また、ICPDRは、WFDの3条及び5条に基づくレポー

トを2004年に作成しています。このレポートには、ドナウ川

流域の特性や、影響、保護区域等が記載されています。

さらに、このレポートに、主として具体的な対策手法の内容

等が記載されていくことにより、WFDの規定する河川流域

管理計画になっていくものと思われます。

欧州では、2002年のドナウ川やエルベ川での大洪水を

はじめとし、1998年から2004年にかけて100以上の大き

な洪水が発生しています。このような状況の中、WFDを取

り巻く最近の状況として、昨年11月、洪水指令が発効し

ました。

この指令は、洪水リスクのアセスメントとマネジメントの枠

組構築を目的とし、流域を単位として、洪水ハザードマップ

等の作成、洪水リスクマネジメント計画の作成等を行った

上で、対策を実施していくこととしており、現在は、国内法の

整備等が進められている段階です。

現在のところ、WFDは水質の側面が中心になっている

ように思われます。また、2009年までに河川流域管理計画

を策定し、対策を実施した上で、その効果を発現させて、

2015年までに環境目標を達成していくことは容易なことで

はないと思います。

とはいえ、多数のEU加盟国間で共通の認識の下、1つ

の枠組指令を実施していくことには相当の労力と知恵が必

要であり、参考にすべきところが多 あ々ると思われました。

また、洪水指令が発効したり、あるいは渇水マネジメント

に関するレポートが取りまとめられるなどの動きもあり、EU

の水に関する動向には引き続き注目していきたいと思い

ます。ウィーン郊外を流れるドナウ川（手前は新ドナウ川）

1. 河川流域の特性�

2. 表面水及び地下水への人間活動の影響概要�

3. 保護区域の範囲�

4. モニタリング対象地域、及び、当該地域における表面水・

　 地下水・保護区域に関するモニタリング結果�

5. 表面水・地下水・保護区域に関する環境目標�

6. 水利用に関する経済分析�

7. 対策手法の概要�

等�

表　河川流域管理計画骨子の概要

EU水枠組指令の実施状況について

4．河川流域管理計画

6．洪水指令の発効

7．おわりに

5．国際河川（ドナウ川）におけるWFDを
踏まえた取り組み
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この「源流の里宣言」で締めくくられた「第9回全国源

流シンポジウム」は、直前に発生した愛知中京方面を

中心にしたゲリラ豪雨の影響が心配されましたが、「全

国源流の郷協議会」の方々はもちろんのこと、木曽川

流域の愛知県、岐阜県からも大勢の参加があり、予想

を上回る約700名の方々が長野県木祖村に集まって、

8月30日（土）、31日（日）の両日で開催されました。

「森は水の源、水は命の源、川は命のつながり」をテ

ーマに開催されたこのシンポジウムは、平成13年に多

摩川源流の山梨県小菅村で第1回が開催されて以来、

「全国源流の郷協議会」に加盟する源流の自治体（現

在9つの源流地域が加盟）で毎年開催されています。開

催地には、河川の源流域に関わる様々な人々が集ま

り、源流域の自然、歴史、文化を守り伝えることの重

要性を語り合い、国土保全に果たす役割などを広く情

報発信してきました。また、源流から河口までを含む流

域単位の相互理解と相互交流を深め、川のつながりを

生かした国土保全や地域振興の大切さなども提言して

きました。

プログラム1日目は、シンポジウムと地元住民のガイ

ドによる自然・文化・源流の人々とふれあうことのでき

る体験型のエクスカーション（全4コース）が行われまし

た。木祖小学校体育館で開催されたシンポジウムは、

作家の塩野米松先生による「木の文化と日本人の暮ら

し」と題した基調講演に始まり、東大名誉教授の高橋

裕先生による「木曽川の人 と々源流」と題した基調提言

や「源流の魅力は流域の宝」をテーマにパネルディスカ

ッションが行われました。最後に木祖村の将来を担う

地元中学生が、冒頭で紹介した「源流の里宣言」を読

み上げて、シンポジウムは終了しました。夜は参加者に

郷土料理や地元の「藪原祭り」が披露され、こちらも大

盛況でした。

味噌川ダム管理所は、昨年末から始まった村を挙げ

ての準備にスタート段階から関わり、当日の運営にも

全面的に協力したほか、シンポジウム会場では味噌川

ダムの活動を紹介したパネル展示を行いました。

プログラム2日目は、前日に引き続いて体験型のエ

クスカーション（全9コース）が行われました。このうち、

第９回全国源流シンポジウムが
「源流の里 木祖村」で開催されました

シンポジウム会場 歓迎の挨拶をする栗屋木祖村長

1．「私たちは、木曽川を愛し、その大きな恵に感謝の心を持ち続けます。」

1．「私たちは、水を育む豊かな森づくりをとおして、国土の保全や地球の温暖化防止に

貢献します。」

1．「私たちは、先人の知恵と文化を継承し、未来に誇れる源流の里づくりに努めます。」
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木曽三川をつなぐ木曽川水系連絡導水路事業

「木曽川源流トレッキングと味噌川ダム探検」コースで

は、味噌川ダムの職員も同行し、木曽川の最上流にあ

るダム施設を案内しました。

このコースは、木曽三川治水百年記念として建立（昭

和62年）された「木曽川源流の碑」がある鉢盛山のワ

サビ沢上流を遡り、木曽川の水源に迫るコースで、ダ

ム湖100選にも選ばれた味噌川ダムの「奥木曽湖」を巡

視船で見学したほか、ダムの地下空間（監査廊）を探検

しました。参加者からは、「下流の恵みは上流あっての

こと。日々感謝し、協力して豊かで美しい流れを後世

に遺さなければと思いました。」などの感想を頂きまし

た。心配された雨も2日目は晴天に恵まれ、シンポジ

ウムの全プログラムが盛況のうちに幕を閉じました。半

年以上にわたり準備や運営に携わってきた多くの村民

の方々は、今回の成功の感激を胸に、源流の村の将来

に確信を深められたことと思います。

このシンポジウムを通じて、改めて源流域の自然を

守ることの大切さや、流域全体が連携を持って活動す

ることの大切さ、そこで生まれる川を介した人と人と

の繋がりや絆を確かめ合うことができました。今日の

地球規模の温暖化や異常気象の発生に警鐘が鳴らさ

れる中、命の源である水に関する諸問題も、こうした

人と人との繋がりから少しずつ解決されていくことが期

待されます。

塩野米松先生

木曽川源流探検 奥木曽湖見学

高橋裕先生

パネルディスカッション パネルディスカッション

第9回全国源流シンポジウムが「源流の里 木祖村」で開催されました
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水の話あらかると

東京都と埼玉県の県境、岩槻
いわつき

街道の葛
かつ

三
み

橋に

並行する歩行者・自転車専用の閘門橋。

東京都内に現存する唯一のレンガ造り水門である。

川の氾濫を防ぎ、水田の水源を確保するために

重要な役割を果たしてきた閘門は、その役目を新大場川水門に譲り、

人々と水との生活史を今に伝えている史跡として

葛飾区の有形文化財に登録されている。

編集部

第62回

弐
に

郷半
ごうはん

領
りょう

猿又
さるがまた

閘門
こうもん

（閘門橋）

閘門の役割を今に伝える赤レンガ造りのアーチ橋

赤レンガ造りのアーチ橋（写真提供　葛飾区郷土と天文の博物館）
橋長　12.7m 橋高　5.0m 幅　3.9m 作業用歩道幅　5.0m
東側アーチの幅　南3.6m 中3.7m 北3.6m
「日本の近代土木遺産―現存する重要な土木構造物2800選」に選ばれている。
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弐郷半領猿又閘門（閘門橋）

岩槻街道を北上して行くと、水元公園の北端、東京都

葛飾区と埼玉県三
み

郷
さと

市を結ぶ葛三橋を渡る。この付近

は、大場川と岩槻街道のクロスする所で、葛三橋と並行し

て小さな歩行者・自転車専用道路があり、これが弐郷半

領猿又閘門、現在の閘門橋である。

かつてこの辺りは、川と水路が複雑に入り組んだ地形で、

いったん大雨が降ると川からの水が逆流し、周辺一帯に

は水が溢れ、昔から洪水との闘いの歴史が繰り返されて

きた。江戸時代中期の宝永年間（1704年～1711年）に

は、古利根川からの水の逆流を防止し、小
こ

合溜
あいだめ

井
い

の水を

葛西（現在の葛飾区）の水田に供給するため、現在の閘

門橋の位置に堰が設けられていたといわれている。小合溜

井は、江戸川に合流していた古利根川をせき止めて溜井

としたものだが、完成した享保14年（1729年）の約30年

前には河道の改修に着手されていた。

また、この場所には「突っこしの渡し」（一突きで対岸に

渡れるという意味）があり、岩槻街道を往来する人 に々利

用されてきたという。

その後、幾多の変遷を経て、岩槻街道の渡しに代わり、

明治42年（1909年）4月、当時としては画期的なレンガ造

りのアーチ構造で、橋の機能をもつ閘門が、埼玉県の弐郷

半領用悪水路普通水利組合によって造られた。

東京都が修景・補修した際（平成元年～2年）、関東大

震災の影響ともいわれるレンガの亀裂が発見され、西側欄

干下に「弐郷半領猿又閘門」、東側には「明治四弐年四

月竣工・弐郷半領用悪水路普通水利組合」と記載されて

いたことから、これが弐郷半領猿又閘門であることが明ら

かになった（注:弐郷半領は埼玉県三郷市・吉川市一帯の

旧地名、猿ヶ又は東京都葛飾区の旧地名である）。

この付近は弐郷半領用水、不動堀（第二大場川）、大

場川の3つの用・排水路が中川に入る重要な地点であり、

洪水となると、江戸川から濁流が逆流してくるため、閘門に

よる水位、水量、水流の調整がきわめて重要であった。

レンガ造りの河川構造物は、近世の木造から現在の鉄

筋コンクリート造りへの技術の伝承を果たし、近代化遺産

の中で重要な位置を占めている。石や土管などと混合し

た造りのものも多い中で、弐郷半領猿又閘門は、東京都

に残る唯一のレンガ造り水門といわれている。

レンガは明治20年代前半までは黒レンガ（横黒・鼻黒）

が使われていたが、明治27年以降は明るい紅茶色をした

近代工場製のレンガが使われるようになった。弐郷半領猿

又閘門に使用された赤レンガは16万1753個にのぼるとい

う（「明治期埼玉県の煉瓦造・石造水門建設史」より）。

西側のアーチ構造は5門で、水をせき止める板を昇降さ

せる「みぞ」があり、その上は作業用の歩行路となっている。

南には階段があったが、現在は残されていない。

アーチクラウン部の亀裂の補修に従事した箭内
やな い

英雄氏

（当時東京都第五建設事務所補修課長）は次のように記

している。

「…アーチクラウン部に幅40mmの亀裂が全周に渡って

あった。このような亀裂があれば、活荷重により亀裂の頂

部が閉じるようにアーチの橋脚部が傾斜するか、あるいは

落橋に至るはずである。ところが、本亀裂は、大正12年関

東大震災時以来ほとんど変化ないといわれている。

片持ばりとして、活荷重に耐えられるだけの力をアーチ部

が有していたと考えられる。それにしても、当時のレンガ積

の技術力と施工の丁寧さには驚嘆した。」（橋梁Vol.26

川と水路が交錯し、水との闘いの
歴史を刻む

赤レンガ造りの貴重なアーチ橋

閘門橋付近の川と水路

16万個以上の赤レンガが使用されたアーチ橋とバルコニー
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水の話あらかると

No.10 1990「蘇る閘門橋」）

温かみのある一連のアーチとバルコニーを眺めていると、

職人達がきっちりと律儀に仕事を仕上げたであろうことが

伝わってくる。

その後、アーチクラウン部の亀裂内にエポキシ樹脂系プ

レパクトコンクリートを充填する工法が採用され、全面的に

整備された。エポキシ樹脂は接着力が強くて硬化収縮が

少なく、衝撃、振動にも耐えられる性質があるという。

改修にあたっては、築造当時の姿を残すことに重点をお

き、周辺の景観に調和させるとともに、人々が快適に利用

できるよう、配慮されている。

アーチ橋脚部（下流側）の水切り石の上には、閘門の

操作がどのように行われていたのかを示す鳶
とび

職人風の

ブロンズ像が新たに設置された。この像は、荒れ狂う風

雨と必死に戦いながら、閘門の堰板を差し込んでいる姿を

表現している。

そのほか、改修にあたっては、歴史的な由来や自然を

生かすよう、工夫が凝らされた。

昭和に入ってから、橋周辺の地名が変更され、弐郷半

領猿又閘門は、葛飾区の「葛」と三郷市の「三」を取り、「葛

三橋」に改められた。

その後、自動車の交通量の増加と、アーチクラウン部の

亀裂による耐荷力の低下等に伴い、下流側に隣接して道

路橋が建設された。この橋が現在の「葛三橋」で、弐郷半

領猿又閘門は「閘門橋」に改められた。

また、新大場川水門の完成（昭和55年）に伴い、弐郷

半領猿又閘門は閘門としての役割を終え、現在は歩行者・

自転車専用道路になっている。

交通量の多い岩槻街道に隣接する閘門橋のバルコニ

ーから見た上流の眺めは、まことにのどかな水郷風景だ

が、水との闘い

の歴史を伝え

るドラマが遠い

かなたから映

し出されてくる

ように感じられ

た。

取材協力 葛飾区郷土と天文の博物館
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●「水元公園の履歴書」（『水元水試跡地歴史シリーズ⑤

⑥』、2008年）
●『小合溜井―水元公園の自然と文化』（葛飾区郷土と天文

の博物館、1999年）
●「明治期埼玉県の煉瓦造・石造水門建設史」（是永定美著、

『土木史研究　第17号』、1997年6月）

閘門橋の役割を伝える鳶職風の
ブロンズ像

自動車用の「葛三橋」と歩行者用の
「閘門橋」

新たに設置されたブロンズ像

広場やバルコニーのある歩行者・自転車専用道路

存在感をきわ立たせる大型
レリーフパネル

橋下を流れる急流の渦をデザイン
したモニュメント

橋の上から見た大場川上流、右側は水元公園
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